
項目番号

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

, 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

父母の離婚、別居等を経験する子の養育について子の意見等を適切に反映させる方策に関する調査研究業務
審査結果取りまとめ表

【公益社団法人商事法務研究会】

評価項目 評価基準

基礎点 加点

すも業のる務たがのめ提目の案的調さ及れ査びて研業い究務るののこ実内と施。容方を法理及解びしたそ上ので理記由載にがつさいれてて適お切りか、 つ棠効務果の 目的を達成全般 的・効率的な 6 

゜

悶内外における現把握

①方海国こじイとたツへ外父内と場（母外のの子し合の反に実ど文にお離映情もは献けの婚に調、る調手つ査、そ別現査い統にれ居状でて補当ら等把不」佐たの国を握足っ人点経内すてと及に外験しるはびつてのす点、裁い、オ実るやま判てー子情ず、官そスのを補はにのト調怠充文ラよ後査見調リ献るのすア等査子謁検る（のをへ査子こ討把行のをどとの握う中も審。こた、の心問と②め代との。そにす理観の更る人点意に先制）調見は行度査等必研のすのず究観べ養調蜀点き育査査）点及の対をがび在行象生ドうりに
業務内

8 容

イ含ま研以ツため究上（、るをに子父こ実つど母と施いも。のてすの難もる手婚調た続を査め補経をの佐験行具人すう体及こる的びと子な。裁へ提判の案官支がに援さよのれる在て子りいへ方るのにこ審とつ問。いのて観は点、心）1理学領域の先行

上つ記い調て査検結討果すにるつ際いのて基、本礎調資査料研とし究て以用外いのる場こ面とがでもで子きるのよ意う見に等、 の把握等の在り方
に わかりやすくとりま

゜とめること。

子に対する支援等
についてのヒアリン

((2)((先のけ以341)11る行上に弁民地児父対研の護間方童母究し調相ヒ士支自の調査ア、援治談離査及家リ団体所婚のびン庭体、等結グそ裁学を綱の果判校経査分を所等験跨析を調す行まを査るえう実官子こ施更とのす。な意るる見た現等め状のの及把具び捏体謀及的題なびの提反把案映掴がののさ実たれ務めてににい関｀るし我こてがと、。国次にのおも
グ調査

8 

父した母子のの離調婚査を経験
未方かっ成にたつ年とい期すてにれ、父意ば母見なのぜを離述か婚ぺ、等どるをのこ経よとが験うなでし支たき援た者かがを対、必述象要べとかたしとてかい、っっそたたのか事後、項述のにべ自つる身いこのてと養調が育査でのをき在行なりうこ

8 
と。
以上を実施するための具体的な提案がされていること。

験父把援す振母のるの及在子雌びり方の籍反意の等映検見をの討経の支
上手にるま把報以こた紐記、握提上父と、代のし供を。そ母た実各理ののの上施調人在よ離です査のりう婚意方る結活な見等たに支果用を等めつ援を、経③をのい踏を験形具て子行ます成も体がえう検るす前、的自合子討提るなら議のこす利と提と体意しる用案がてこに見すがで、とお等るさ子き。いのれユる自てと把てよ身が、い握うが①でにる及専自きすこびらる門とる反の相。家た映置談にめのか支よの支れる援、援聞て子等のいきにと取在るい対状っりりす等た方況る、点をを適②検を適切子中討切なの心すに情 10 

上記、の支検援討モ結デ果ルをを踏ままとえめ、る国こ又とは地方自治体において実際に取り組むことができる
形で 。 ゜子に対する情報提

供の試行 子にば施る情す報るた提め供のの具モ体デ的ルなについてが、さ試れ行てをい行るうこと。 8 以上 提案 ること。

上記の試行結果に基づき、必要な改良を行うこと。

゜業務実施体制 研究担当者として望ましいと考えられる者及びその理由の提案がされていること。 10 

業こと務がの具遂体行的にに当示たさるれ作て業し 人員が、十分な知識、スキル及び豊富な経験を有している
ヽること。 6 

本業務の目的を達成するため効果的かつ効率的な体制が組まれていること。

゜法務省と随時打合せ可能な連絡担当者が配置されていること。

゜実施スケジュール等 詞査手法、日程等に無理がなく、実現性があること。

゜業案務がさのれ目て的いをる達こ成とす。るため、報告書の校正期間等を含め、計画的かつ効率的な提 4 

調査実施能力
過えた去提に案、離が婚さ: の家族問題に関する社会調査を行った経験があり、その経験を踏ま

ていること。 6 

謁い動でき査、科受る研学注こ究分と者野は。はの．合受研議注究体者にの並つ事びい務にて研局知究の見代役の表割あ者をる担学及うび識こ協経と験力。離研者婚究、実問者務題に家によ等る関合とす連議る携社体を会に図よ調るっ査こてやと行行が 6 

機密保持 業務上知り得た: 報を務第以三外者の1 こ開示しないこと、漏えしヽがす明る確おにそされれのてあいるる一こ切との。 行
為をしないこと、 業 目的では利用しないこと 。 ゜

知的財産権の帰属等 本: 務紛に係争る等作が業生1 こよ り場作合成のす処る理成に果つ物いI こついて、著作権法に基づく対応や権利
侵の じた て理解していること。 ゜



父母の離婚、別居等を経験する子の養育について子の意見等を適切に反映させる方策に関する調査研究業務
審査結果取りまとめ表

【公益社団法人商事法務研究会】

項目番号 評価項目 評価基準

基礎点 加点

20 
ワーク・ライフ・バランスの推

10 進

2※（・（複令ユ条4ー和数のくス3の規る年エ謁定み厚ー定にん生ル等よ認労認るに定働定経該（省次過当8令世措す点第代置る1場育に85合よ成号り支は）認に援、定最よ対）もる策配改推点正進が後法高の施い認行区定規分基則に準等よにのりよ加一り郵点認をを定行改）う正）する省令

•(1)又は(2)に該当する事業者 10点

21 た賃企金業引等上にげ関のす実る施事を項表明し
(上い1)て増令、加和対さ7前せ年年る4 度月旨以（、又従降は業に対員開前に始年表す）明る比入しでて札給い者与るの等企事受業業給（大年者企度一業（人又）当はた令り和の7平年均以受降給の額暦を年3）％に以お

10 

(2)令和7年4月 以（又降はに対開前始年す) る比入で札給者与の総事額業を年度（又は令和7年以降の暦年）にお
いて、対前年度 1 5％以上増加させる旨、従業員に
表明している企業（中小企業等）

合計 基礎点 100 

加点 100 

技術点
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